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令和８年度 海外市場向け食品開発補助金交付要綱 

 

令和８年４月２日事業本部長決裁 

(通則) 

第１条 海外市場向け食品開発補助金（以下「補助金」に係る補助金交付については、

この要綱の定めるところによる。 

  

(目的) 

第２条 本補助金は、さっぽろ連携中枢都市圏における食関連事業者の海外市場向け

商品開発を支援することで、北海道産食品の販路を国外へ拡大し、もって札幌市の

食関連産業の振興を図ることを目的とする。 

 

(定義) 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）中小企業とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第２条に規定する企

業（個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。）であって、みなし大

企業に該当しないものをいう。 

（２）みなし大企業とは、以下のものをいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属して

いる法人 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属して

いる法人 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている

法人 

（３）さっぽろ連携中枢都市圏とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、 

恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町により構成さ 

れる圏域をいう。 

 

(補助対象事業) 

第４条 本枠の対象となる事業は、国外への商業流通・販路拡大を目的とした食品の

開発及び技術の開発に向けた取組であり、北海道産の農畜水産物を活用し、北海道

内で製造することを条件とする。ただし、道内での製造が困難であると本財団理事

長(以下「理事長」という。)が認める場合は、この限りではない。 

 

(補助対象者)  

第５条 本枠の対象となる事業者は、下記(１)に該当し、かつ(２)から(７)の全ての

要件を満たす中小企業とする。 

(１）さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する食関連事業者。 

(２）本補助金の申請締切時点で設立後１年以上経過し、補助を受ける事業（以下

「補助事業」という。）を継続して実施する見通しがあり、実施するための経

営資源（資金・人員・環境・目的意識等）が整っていること。 

（３）直近２か年度連続で、一般財団法人さっぽろ産業振興財団（以下「本財団」と

いう。）が実施するサステナブル食品開発・認証取得補助金の交付を受けてい

ないこと。（サステナブル食品開発・認証取得補助金及び本補助金による、３
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か年度連続の採択は認めないもの。） 

（４）新食品表示法に基づいた一括表示等の対応や HACCP を運用済みであること。

（小規模事業者は、「HACCP システムの考え方を取り入れた一般衛生管理」を取 

組済であること。） 

（５）関連性が極めて密接である事業者による類似事業の複数の応募となっていない

こと。関連性が極めて密接である事業者とは、グループ企業、代表者が同一であ

る事業者、工場が同一である事業者等のことをいう。 

（６）市税を滞納していないこと。 

（７）反社会的勢力との関係を有していないこと。 

  

(補助対象経費等) 

第６条 本枠の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、事業期間は別表

で定めるところによる。 

 

(補助金の交付額) 

第７条 本補助金は、予算の範囲内において別表に定める補助金額を交付するものと

する。ただし、補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り

捨てるものとする。 

 

(補助金の交付申請) 

第８条 本補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、理事長が指定す

る期間に、別表に定める交付申請書類を理事長に提出しなければならない。 

 

(審査及び補助金の交付決定) 

第９条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、第 20 条に規定する海外

市場向け食品開発補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付議し、その

意見を聞いた上で補助金の交付決定の可否を決定するものとする。 

２ 理事長は、予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。 

３ 理事長は、前二項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定

通知書(様式６)により、また、補助金の不交付を決定したときは、補助金不交付決

定通知書(様式７)により、申請者に通知するものとする。 

４ 理事長は、本補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合は、条件を

付して補助金の交付の決定を行うことができる。 

５ 理事長は、補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じた

ときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこ

れに付けた条件を変更することができる。 

 

(事業計画の内容変更又は中止)  

第 10 条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」とい

う。)が、止むを得ない事情により補助事業の事業計画の内容を変更又は中止する

場合は、速やかに事業計画等変更申請書(様式８) 又は事業計画等中止申請書(様式

９)に必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。ただし、補助対象

事業の内容を変更する場合において、次の各号の（１）又は（２）のいずれかに該

当し、かつ、（３）である場合は、この限りではない。  

（１）補助目的に変更をもたらすものではなく、より効率的な補助目的達成に資する
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ものと考えられる場合  

  （２）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合  

（３）経費区分ごとの配分額の変更について、変更前に理事長に報告済みであり、か

つ、各配分額の 30％以内又は 30 万円以内の増減である場合。なお、経費区分は別

表１のとおりとする。 

２ 理事長は、前項の規定により提出された書類を審査して適当と認めたときは、当

該補助事業者に対して事業計画等変更承認(不承認)通知書(様式 10)又は事業計画

等中止承認(不承認)通知書(様式 11)により通知するものとする。なお、理事長は、

当該申請が第２条に定める目的に合致し、第４条に定める補助対象事業の範囲内で

あり、かつ、前条により実施された審査委員会の審査結果の趣旨に沿っているかに

基づいて審査を行う。 

３ 前項の通知に基づき補助事業者が事業を中止する場合は、補助金を交付しない。 

 

(事業遅延の報告等) 

第 11 条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込

まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに理事長に報告し、

その指示を受けなければならない。 

 

(事業実績報告) 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了（第 10 条の規定による中止の承認を受けた

ときを含む。）したときは、その日から起算して 10 日以内又は交付決定のあった

日の属する本財団の会計年度内の１月末日のいずれか早い日までに、事業完了届

（様式 12）、実績報告書(様式 13)、補助金精算書（様式 14）により理事長に報告

しなければならない。 

２ 補助事業者は、交付決定のあった日の属する年度を含め５年間、事業の実施状況

について、実績報告書(様式 15)により、別途指定された期日までに理事長に報告

しなければならない。（当該翌年度は４月初旬及び 10 月初旬の年２回、翌々年度

からは４月初旬の年 1回の報告とする。） 

 

(補助金の額の確定) 

第 13 条 理事長は、前条第１項の規定により提出された書類を審査し、適正である

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式 16)

により補助事業者に通知するものとする。なお、理事長は、別表で定める交付要件

に基づき審査を行う。 

 

(補助金の交付)  

第 14 条 理事長は、前条の規定による補助金額の通知後、請求書に基づき速やかに

補助金を交付する。 

 

(事業の報告の徴収等) 

第 15 条 理事長は、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は必要な調査を行う

ことができる。 

２ 補助事業者は、前項に規定する報告もしくは調査の要求があった場合は、速やか

に応じなければならない。 
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(補助金交付決定の取消し) 

第 16 条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長は補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金交付額を減額し、又は既に交付した

補助金の返還を命じることができるものとする。 

（１）補助金を他の用途に使用したとき。 

（２）補助金申請又は補助事業において、虚偽の申請、報告その他不正な行為があっ

たとき。 

（３）法令若しくは本要綱又は本要綱に基づく決定内容及びこれに付した条件等に反

したとき。 

（４）補助金の交付対象期間中において、補助対象経費と同一の事業活動において他

の助成制度（補助金、委託費等）による財政的支援を受けたとき。 

（５）前各号のほか、特に理事長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 理事長は前項の規定による処分をするときは、補助事業者に対して、その理由を

示さなければならない。 

３ 理事長は、第１項の規定による返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の

受領の日から納付の日までの日数に応じて、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和 30年法律第 179号）における加算金及び延滞金についての規定に

準じた年利で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

(補助金の経理等) 

第 17 条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にして帳簿

等の証拠書類を整理し、かつ、補助金の交付を受けた会計年度の終了後５年間保存

しなければならない。 

 

(財産の管理及び処分) 

第 18 条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下

「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにし

ておかなければならない。 

２ 補助事業者は、当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意

をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らな

ければならない。 

３ 補助事業者は、前二項の取得財産等については、補助対象事業の完了年の翌年か

ら起算して「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15

号）で定める耐用年数又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して

５年間のいずれか短い期間を経過するまでの間に、取得財産等を他の用途に使用し、

他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供し

ようとする(以下「財産処分」という。)ときは、あらかじめ理事長の承認を受けな

ければならない。 

４ 理事長は、前項の規定により、補助事業者が財産処分をすることにより収入があ

るときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

 

（成果の発表等） 

第 19条 補助対象事業の成果は、原則として広く一般に公表するものとする。 

２ 補助事業者は、理事長が補助対象事業の進捗報告、成果事例の発表等を求められ

たときは、これに協力するものとする。また、その他本財団や札幌市が実施するア
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ンケート調査等にも協力するものとする。 

３ 本制度の普及促進のために、理事長が説明会、本財団ホームページ、チラシ等に

おいて補助対象事業の成果事例を掲載する場合には、補助対象事業者は商品画像、

商標等の使用について協力するものとする。 

４ 事業終了後、交付決定のあった日の属する年度を含め５年間、商品パッケージ・

販促ツール(チラシなど)、又はウェブサイトの商品情報などには「海外市場向け食

品開発支援（札幌市補助）を活用しています」と記載するものとする。 

 

（審査委員会の設置） 

第 20 条 第９条第１項によりその権限に属する事項を審議するため、審査委員会を

置く。 

２ 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。 

 

(その他) 

第 21条 この要綱に定めがない事項は、本財団事業本部長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

この要綱は、令和８年４月２日から適用する。  
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別表 (第６条、第７条、第８条及び第 13条関係) 

補助対象経費 事業実施のためにかかった１～８までの経費の合計(消費税抜き) 

経費区分 補助対象の範囲 

１ 原材料費 

原材料・資材等に要する経費 

※開発商品に直接関わらない汎用性のある資材等にかかる経費

は対象外 

２ 製造関係費 

委託製造、デザイン、検査、商標登録等に要する経費 

※「委託製造」については、北海道内に本社がある中小企業及

び協同組合に対して委託する費用のみが対象。ただし、道内で

の製造が困難であるなど相当の理由がある場合は、理事長が定

める様式による「製造場所に関する理由書(様式４)」を提出

し、理事長の承認を受けたときに限り、道外への委託製造を認

める。 

３ 認証審査費 

開発する新商品の販路拡大に必要な認証取得に要する経費 

⑴ 認証審査機関による審査・登録等に要する経費 

⑵ 報償費等…外部専門家・技術指導員等に係る技術指導費、コ

ンサルタント費及び招へいに伴う移動費 

⑶ 研修費…従業員研修に必要な教材費等又はセミナー参加に要

する経費 

⑷ 旅費…研修受講等に必要な旅費 
※ 補助対象となる認証制度：FSSC22000、ISO22000、JFS－B / 

C、SQF、ハラール認証、その他、取引先からの求めや輸出
に対応するため取得しようとする認証制度。ただし、自治
体 HACCPを除く。 

※ 認証取得期限等は以下の「交付要件（３）」に基づく。 
※ 補助対象経費は 100万円以下とする。 

４ 工場安全管理費 

新商品開発に必要な安全・衛生管理環境の整備に係る経費 

（衛生区画整備、動線分離、洗浄・殺菌設備、温湿度管理設

備、異物混入防止設備、防虫・防鼠対策設備 等） 
※ 認証審査費、外部専門家謝金、研修費、旅費等の認証取得に
係る経費は対象外とする。 

※ 補助対象経費は 100万円以下とする。 

５ 施設整備費 

機器の購入、施設の改修等に要する経費  
※ リースについては、補助対象期間に支払いが完了した経費の
みを補助対象とする。 
※ 備品等の消耗品及びパソコン、プリンター、コンピュータ周
辺機器、デジタルカメラ、スマートフォン等の性質上補助交付
の目的以外に使用可能な汎用物品は補助対象外とする。 

６ 報償費 

外部専門家や技術指導員等の専門家への経費（コンサルティン

グや翻訳等） 

※ 補助対象経費は 100万円以下とする。 

７マーケティング費 

マーケティング活動に必要なリーフレット制作、サンプルの出

荷、商品紹介ウェブサイト構築、自社で行うモニター調査、海

外販路を見据えた目的での展示会出展および商談会等、自社従

業員の出張等に要する経費 
※ 旅費は申請時に行先・目的・予定月等、内容がわかるよう記
載が必要（任意様式）。 
※ 補助対象経費は 200万円以下とする。 

８ その他の経費 上記に掲げるもののほか本財団理事長が必要かつ適当と認める経費 
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※ 事業期間内に発注・納品・支払いの全てが完了している必要がある。 

※ 以下のものは補助対象外とする。 

・公租公課（消費税及び地方消費税等） 

・振込手数料（代引手数料含む） 

・補助事業者従業員の人件費 

・土地及び建物の購入又は借り上げ料等に係る経費 

・既存設備･機械の使用料、水道光熱費等 

・食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費 

・他の用途との併用となっている旅費・交通費等 

・支出の確認ができない経費 

・その他、海外市場向け食品開発補助金募集案内に示す補助対象経費の【留意点】 

を参照 

事業期間 交付決定のあった日から、交付決定のあった日の属する本財団の会計年度内の１月末

日までとし、その期間内に事業を完了するものとする。 

補助金額 補助対象経費の２分の１の金額で、上限 300万円 

交付申請書類 １ 事前エントリー (５月 14日(木)12:00必着) 
エントリーシートをメール添付にて担当（food_kikaku@sec.or.jp）に送信 

２ 本申請 (５月 28日(木)12:00必着) 
(１) 必要書類 

ｱ. 応募申請書類チェックリスト(表紙) 
ｲ. 補助金交付申請書（様式１） 
ｳ. 申請者概要（様式２）及び会社概要、企業パンフレット、定款 等 
ｴ. 事業計画書（様式３）及び参考書類（経費積算根拠を示す見積書等や補足資料） 

ｵ. 製造場所に関する理由書（様式４）※ 該当者のみ 
ｶ. 誓約書兼同意書（様式５） 
ｷ. 直近２期分の決算報告書(表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、

販売費及び管理費内訳書、株主資本変動計算書、注記表等 )の写し 
※ 個人事業主の場合は、直近２年分の確定申告書の写し 

ｸ. 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 
※ 申請日から遡って３カ月以内に取得した原本（法務局にて取得可） 
※ 個人事業主の場合は、開業届の写し 

ｹ. 市町村民税の未納がないことを証明する書類 
※ 申請日から遡って３カ月以内に取得した原本 

※ 札幌市の場合は、「札幌市納税証明書（指名願）」です。 

ｺ. 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類 
 

(２) 提出方法 ①紙媒体 ②電子媒体 両方の提出が必要です 
① 紙媒体 ※ A4 サイズ (５月 28日(木)12:00必着) 

以下のとおり作成し、期限までに持参又は郵送にて提出。 
【正本】１部 

・上記(1)ｱ～ｺを紙製のフラットファイルに綴じ、ファイルの背表紙と表紙に
「事業計画名」「申請企業名」を記載。 

・書類ごと(様式１～５、参考書類(見積書等)、企業概要、企業パンフレッ
ト、定款等)にインデックスをつける。 

② 電子媒体 (５月 28日(木)12:00必着) 
ＡおよびＢのデータを電子ﾒｰﾙに添付し担当（food_kikaku@sec.or.jp）に送付。 
 
Ａ：Word または Excelデータ 
 (1)ｲ.補助金交付申請書（様式１） 

(1)ｳ.申請者概要(様式２) 
(1)ｴ.事業計画書(様式３) 
(1)ｵ.製造場所に関する理由書（様式４）※該当者のみ 
(1)ｶ.誓約書兼同意書（様式５） 
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   Ｂ：PDF データ 
上記Ａ以外の(１)必要書類のデータ 

 

【ファイル名のルール】 
ファイル名は「会社名_様式●.xlsx」または見積書の場合は「会社名_書類
名.pdf」の形式でつけてください。 
例）〇〇株式会社_様式１_補助金交付申請書. docx  

  〇〇株式会社_様式２_申請書. xlsx 
   〇〇株式会社_見積書_製造関係費.pdf 

〇〇株式会社_見積書_マーケティング費.pdf 

   〇〇株式会社_商業登記簿謄本.pdf 
 

交付要件 (１) 本要綱及び本要綱に基づく決定内容及びこれに付した条件等に従って補助事業が
実施され、適切な報告がなされること。 

(２) 事業計画書に即した食品の開発・製品化等がなされること。 
(３) 認証審査費を申請する場合は、商品開発の完了報告期限と同様の期日（交付決定

のあった日の属する翌年度の１月末日）までに取得がなされること。 
(４) さっぽろ連携中枢都市圏内であって札幌市外に本社を有する事業者の採択は【２

件】以内とする。なお、申請にあたっては、札幌市への経済波及効果（雇用創
出・取引増加等）を把握するため、補助金交付申請書の「申請者概要（様式
２）」の「札幌市への経済波及効果」を記入すること。 

 

 

 


